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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一対の平行な辺を備えた多角形状の操作部（１）と、この操作部（１）から
突出された略円筒状のネジ部（３）とにより、略凸状に形成された中栓（Ａ），（Ｂ）を
選択的に収容するための中栓収容ホルダーであって、
　中栓（Ａ）、（Ｂ）の収容空間（Ｃ）を備えたホルダー本体（２０）は、
平板状の背板部（２）と、
　この背板部（２）の左右両端部から上下方向に延出された側板部（４）、（６）と、
　この側板部（４）、（６）の下端を閉塞するように、前記側板部（４）、（６）から斜
め下方にそれぞれ傾斜して配置された傾斜底板部（８）、（１０）と、
　これら傾斜底板部（８）、（１０）と前記側板部（４）、（６）との間に跨って配置さ
れ、前記収容空間（Ｃ）に収容された前記中栓（Ａ）または（Ｂ）の脱落を防止する規制
板（１２）、（１４）と、から構成され、
前記一方の側板部（４）の上端部を、前記他方の側板部（６）の上端部よりも低い位置に
設定するとともに、前記側板部（４）、（６）と、前記傾斜底板部（８）、（１０）との
会合部に、前記収容空間（Ｃ）側に突出した段部（Ｄ）を設けたこと特徴とする中栓収容
ホルダー。
【請求項２】
　前記一方の側板部（４）の上端部に、案内板部（１６）を設けたことを特徴とする請求
項１に記載の中栓収容ホルダー。
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【請求項３】
　前記傾斜底板部（８）、（１０）の会合部は、互いに離反して配置されることにより、
前記収容空間（Ｃ）に水抜き孔が具備されることを特徴とする請求項１または２に記載の
中栓収容ホルダー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は中栓収容ホルダーに関し、詳しくは、水などを運搬する大型運搬用容器の水位
を調整するのに使用される中栓を、運搬用容器から取り外した場合に、その中栓を管理す
るのに好適な中栓収容ホルダーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、内容量が１０００リットルあるいは２０００リットルほどもある大型運搬用容
器は、例えば、移動可能なイケスなどとして使用され好評を博している。
【０００３】
　このような大型運搬用容器では、液の排出を行うドレンの他に、水位を調整したりする
のに好適な中栓が、高さの異なる位置に具備されるのが一般的で、このような中栓は、一
般にフィッティングと称されている。この中栓は、容器の大きさあるいは用途に応じて２
インチあるいは１．５インチの２種類が用意されている。
【０００４】
　そして、運搬用容器から中栓の取り外す位置を選択することにより、水位が低くされた
り、高くされたりしている。
【０００５】
　ところで、このような中栓を容器本体から取り外した場合は、その中栓を容器本体の近
くに置いたり、あるいは作業者が手に持っていたりするため、中栓にごみが付着したり、
場合によっては、紛失してしまうという問題があった。
【０００６】
　この問題を解消するために、従来は、風呂釜の排水栓のように、チェーンを取り付けた
ものも提供されているが、中栓がチェーンに取り付けられていると、使用状況によって邪
魔になったり、チェーンが露見したりするため、美観的に好ましくない。さらに、中栓が
チェーンに取り付いた状態で、例えば、運搬用容器をフォークで運搬しようとすると、運
搬の途中でチェーンや中栓が容器本体の壁体に衝突して異音を発生するという問題があっ
た。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明はこのような実情に鑑み、大きさが２種類ある中栓のいずれが使用されている場
合であっても、その中栓を取り外した場合に、中栓が邪魔にならない状態で管理すること
ができ、美観的にも良好な中栓収容ホルダーを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　すなわち、本発明に係る中栓収容ホルダーは、
少なくとも一対の平行な辺を備えた多角形状の操作部１と、この操作部１から突出された
略円筒状のネジ部３とにより、略凸状に形成された中栓Ａ，Ｂを選択的に収容するための
中栓収容ホルダーであって、
　中栓Ａ、Ｂの収容空間Ｃを備えたホルダー本体２０は、
平板状の背板部２と、
　この背板部２の左右両端部から上下方向に延出された側板部４、６と、
　この側板部４、６の下端を閉塞するように、前記側板部４、６から斜め下方にそれぞれ
傾斜して配置された傾斜底板部８、１０と、



(3) JP 4339035 B2 2009.10.7

10

20

30

40

50

　これら傾斜底板部８、１０と前記側板部４、６との間に跨って配置され、前記収容空間
Ｃに収容された前記中栓ＡまたはＢの脱落を防止する規制板１２、１４と、から構成され
、
 前記一方の側板部４の上端部を、前記他方の側板部６の上端部よりも低い位置に設定す
るとともに、前記側板部４、６と、前記傾斜底板部８、１０との会合部に、前記収容空間
Ｃ側に突出した段部Ｄを設けたことを特徴としている。
【０００９】
　ここで、前記一方の側板部４の上端部に、案内板部１６を設けることもできる。
【００１０】
　さらに、前記規制板１２、１４は、互いに対面する側の縁部が前記背板部２からの距離
が短くなるように傾斜して配置されていることが好ましい。
【００１２】
　さらに、前記傾斜底板部８、１０の会合部は、互いに離反して配置されることにより、
前記収容空間Ｃに水抜き孔が具備されることが好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、中栓収容ホルダーを大型運搬用容器などに予め取り付けておくことに
より、中栓を取り外した場合に、その中栓を中栓ホルダーに収容することができ、邪魔に
ならずに容器本体と同時に運搬することができる。また、ごみなどが付着してしまうこと
はない。
【００１４】
　また、内部の収容空間に臨む入口開口が一方の側板部の上部で、大きく開口されている
ので、中栓が若干曲がった位置から投入されても、中栓を確実に内方に挿入することがで
きる。
　また、一対の側板部の途中に段部を設けているので、この段部の上側の幅を大型の中栓
の幅とし、段部の下側の幅を小型の中栓の幅と対応させることにより、大型の中栓あるい
は小型の中栓のいずれであっても、これらの中栓が移動してしまうことはない。
【００１５】
　さらに、一方の規制板の上端部に案内板部を設ければ、中栓を案内しやすいとともに、
案内板部に当接させて弾みをつけて回転させながら案内することができる。
【００１７】
　さらに、傾斜底板部の会合部を離反させて、ここに水抜き孔を構成すれば、水あるいは
ごみなどの排出が図られるので、衛生的である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明に係る中栓収容ホルダーの一実施例について、図面を参照しながら説明す
る。
【００１９】
　図１は大型の運搬用容器を示したもので、大型運搬用容器３０を示したもので、この大
型運搬用容器３０には、排水用のドレン栓の他に、水位などを調整するためのいわゆるフ
ィッティングと称される２つの中栓Ａ，Ｂが、いずれか一方の短側壁３２に、あるいは両
方の短壁部などに、２ないし４個取り付けられている。
【００２０】
　ここで、通常、中栓Ａ、Ｂは２インチか１．５インチの２種類が提供されており、取り
付けられる容器３０の容量に応じて所定の口径が選択されるのが一般的である。本実施例
では、便宜的に、中栓Ａは２インチ、中栓Ｂは１．５インチであるとする。これら大小異
なる大きさの中栓Ａ，Ｂは、口径が異なる他は、略同じ形状に形成されている。
【００２１】
　すなわち、中栓Ａ，Ｂは、図２に示したように、３組の略平行な辺からなる６角形状の
操作部１と、この操作部１から突出された略円筒状のネジ部３とにより、全体が略凸状に
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形成されている。そして、円筒状のネジ部３の外周域基端側には、パッキン７が介装され
ている。
【００２２】
　このような中栓Ａ，Ｂは、以下のようにして運搬用容器３０に取り付けられている。
【００２３】
　すなわち、運搬用容器３０の短側壁３２には、予め貫通した孔が高さの異なる位置に形
成されており、これらの孔の容器内方側からパイプ状の被嵌合部材が挿入され、この被嵌
合部材に設けられた内ネジに、容器外方側から中栓Ａ，Ｂが螺合されることにより、短側
壁３２に着脱自在に取り付けられている。
【００２４】
　一方、運搬用容器３０には、図３に示したような合成樹脂樹脂製の中栓収容ホルダー４
０が、例えば超音波溶着などにより取り付けられている。図３の中栓収容ホルダー４０は
、本発明の一実施例を説明するのに好適な参考例を示したものである。中栓収容ホルダー
４０は、そのホルダー本体２０が、平板状の背板部２と、背板部２の左右両端部から上下
方向に延出された側板部４，６と、この側板部４，６の下端を閉塞するように、斜め下方
に傾斜して配置された傾斜底板部８，１０と、これら傾斜底板部８，１０の手前側を覆う
ように、側板部４，６間に跨って配置された規制板１２，１４とから構成され、これらの
規制板１２，１４は、背板部２と略平行に配置されることにより、中栓Ａ，Ｂの脱落を防
止する機能を有している。
【００２５】
　一方、側板部４，６の上下方向の長さは、右側に位置する側板部４の方が、左側に位置
する側板部６よりも短い。すなわち、右側板部４の上端部が、左側板部６の上端部よりも
低い。
【００２６】
　これら側板部４，６の上端部には、上方に向うに従って斜め外方に拡開する案内板部１
６，１６が設けられており、同様に、規制板１２，１４の上端部にも上方に向うに従って
図の手前側に拡開する案内板部１７，１７が設けられている。
【００２７】
　このように、本参考例では、右側板部４の方が左側板部６よりも背が低くされることに
より、図４に示したように、内部の収容空間Ｃに臨む間口の開口幅Ｈが広くされている。
また、特に、右側板部４の上部に案内板部１６が設置されることにより、中栓Ａ，Ｂがこ
こに当接された場合に、下方に滑り易くなっている。
【００２８】
　ここで、図２あるいは図４に示したように、中栓収容ホルダー４０の側板部４，６間の
離間距離Ｅは、中栓Ａにおける一対の平行な辺の幅Ｆよりもやや大きく、規制板１２，１
４の内側の辺同士の離間距離Ｇは、中栓Ａのネジ部３の外径Ｉよりもやや大きい。そして
、規制板１２，１４の湾曲したコーナ部３６の曲率は、円筒状のネジ部３の曲率と略等し
くされている。
【００２９】
　本参考例に係る収容ホルダー４０は上記のように形成されることにより、中栓Ａ，Ｂの
収容空間Ｃが内方に画成されている。以下に、中栓収容ホルダーの作用について説明する
。
【００３０】
　今、中栓収容ホルダー４０は、図１に示したように大型運搬用容器３０の短側壁３２な
どに、例えば、超音波溶着により一体的に取り付けられている。
【００３１】
　そして、大型の中栓Ａが取り外されると、その中栓Ａは収容ホルダー４０の収容空間Ｃ
内に収容され、保管される。
【００３２】
　このとき、作業者は、図４に示したように、中栓Ａのネジ部３を紙面の手前側にし、そ
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の姿勢から矢印Ｊで示したように、収容空間Ｃ内に投入する。ここで、中栓収容ホルダー
４０の開口幅Ｈが大きくされているので、このＨの範囲内であれば、どの位置から中栓Ａ
を投入しても収容空間Ｃ内に速やかに案内することができる。そして、やや斜め上方向か
ら投入された場合には、中栓Ａの下端が右側板部４の案内板部１６に当接され、その当接
により衝撃が吸収されるとともに、案内板部１６を滑動しながら下方に案内する。このと
き、中栓Ａは、半時計方向への回動力が付与され滑動する。中栓Ａが側板部４，６の下端
にまで到達すると、今度は傾斜側板部８，１０により保持されるので、その位置に停止す
る。しかも、背板部２と略平行な規制板１４，１２により前面側が覆われるので、中栓Ａ
の脱落が防止される。このとき、円筒状のネジ部３は、規制板１２，１４の間に挟まれる
とともに、ネジ部３の下端周面がコーナ部３６に沿って配置される。また、幅Ｆを備えた
操作部１の一対の平行な辺が、側板部４，６間に配置されるので、左右方向への移動が規
制される。
【００３３】
　次に、径の小さい方の中栓Ｂを中栓収容ホルダー４０内に収容する場合について説明す
る。この場合も、図４に示したように、間口幅Ｈの範囲内で投入される。そして、小型の
中栓Ｂも大型の中栓Ａと同じ位置まで落とし込まれるが、このとき、図６に示したように
、円筒状のネジ部３が、規制板１２，１４のコーナ部３６より下方に配置され、内方に膨
出された舌片１２ａ，１４ａ内に臨むように配置されるので、左右方向への移動が防止さ
れる。よって、小型の中栓Ｂであっても移動が規制されて収容される。
【００３４】
　以上説明したように、本参考例に係る収容ホルダー４０を、図１に示したように、大型
運搬用容器３０に搭載すれば、中栓Ａ，Ｂのいずれであっても収容することができる。よ
って、中栓Ａ，Ｂを運搬用容器３０の移動中に紛失してしまうことはない。また、移動中
に異音を発生することもない。勿論、整然とした状態でホルダー内に管理されるので、美
観的にも良好である。
【００３５】
　以上、本発明を説明するのに好適な参考例について説明したが、以下、本発明の実施例
について、図７、図８を参照しながら説明する。
【００３６】
　なお、上記参考例では、側板部４の上部に案内板部１６を設け、さらに側板部６の上部
にも案内板部１６を設けているが、側板部６側の案内板部１６は、美観的に設けたもので
あって、本発明では、特に必要ではない。また、同様に、規制板１２、１４の上部にも案
内板部１７、１７を設けているが、これらも特に必須のものではない。しかしながら、全
体的なデザインを考慮すれば左右対称に設けることが好ましい。
【００３７】
　また、上記参考例では、傾斜底板部８，１０間が離間して配置されているので、水など
が付着した中栓を収容しても、その隙間から外部に排出することができる。
【００３８】
　また、上記参考例では、側板部４，６は直線状に形成されているが、図７および図８に
示した本発明の一実施例では、これに代え、側板部４，６と、傾斜底板部８，１０との会
合部に、収容空間Ｃ側に突出された段部Ｄが設けられている。このような段部Ｄを形成す
れば、この段部Ｄの下部に小型の中栓Ｂを移動不能に収容し、段部Ｄの上部に、大型の中
栓Ａを収容することができる。したがって、段部Ｄ以外の部分を参考例と同一の構造とす
る本実施例では、大型の中栓Ａは勿論のこと、特に、小型の中栓Ｂも両側が確実に保持さ
れるので、小型の中栓Ｂの移動を一層効果的に防止することができる。
【００３９】
　さらに、上記参考例では、中栓Ａ，Ｂを大型運搬用容器３０に超音波溶着により固定し
ているが、これに代え、例えば、図７に示したように、運搬用容器３０にボス３４を突設
し、このボス３４に挿入される孔３８を背板部２に設けておけば、ボス３４を孔３８挿入
した後に、熱溶着などで一体化することもできる。このように、ホルダー４０の取り付け



(6) JP 4339035 B2 2009.10.7

10

20

30

は、実施例に何ら限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１は本発明の一実施例に係る中栓が具備された大型運搬用容器の斜視図である
。
【図２】図２は図１に示した大型運搬用容器に採用された中栓の斜視図である。
【図３】図３は本発明の参考例による中栓収容ホルダーの斜視図である。
【図４】図４は図３に示した中栓収容ホルダーに中栓を投入するときの状態を示した平面
図である。
【図５】図５は、図３に示した中栓収容ホルダーに大型の中栓が収容された状態を示す平
面図である。
【図６】図６は、図３に示した中栓収容ホルダーに小型の中栓が収容された状態を示す平
面図である。
【図７】図７は本発明の一実施例による中栓収容ホルダーを示した斜視図である。
【図８】図８は図７に示した本発明の一実施例による中栓収容ホルダーに大きさの異なる
２種類の中栓が収容された状態を示す平面図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１  操作部
　２  背板部
　３  ネジ部
　４，６    側板部
　８，１０  傾斜底板部
　１２，１４      規制板
　１６      案内板部
　２０      ホルダー本体
　３０      大型運搬用容器
　３２      短側壁
　４０      中栓収容ホルダー
　Ａ，Ｂ    中栓
　Ｃ  収容空間
　Ｈ  開口幅
　Ｄ  段部
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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